
 許認可等の名称

根拠条例等・条項

 所    管    課

「申請に対する処分」基準等公開票（条例又は規則）

公共的取組に寄与する屋外広告物の許可

堺市屋外広告物条例第１３条の２

都市計画部　都市景観室

【堺市屋外広告物条例】
第１３条の２　次に掲げる広告物又は掲出物件については、第３条、第６
条及び第１１条から第１２条の２までの規定は適用しない。この場合にお
いて、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置しようとするとき
は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
(1) 公共団体、自治会、商店街振興組合（商店街振興組合法(昭和３７年
法律第１４１号)に規定するものをいう。）、特定非営利活動法人（特定
非営利活動促進法(平成１０年法律第７号)第２条第２項に規定するものを
いう。）等が公共的な取組に要する費用の一部に充てるため、広告主との
契約に基づき道路(道路法第２条第１項に規定する道路をいう。以下この
項において同じ。)又は当該道路に接続する公共団体の所有若しくは管理
に属する場所に表示し、又は設置するもので、規則で定める基準に適合す
るもの
(2) 公共団体がその管理する道路の維持、修繕その他の管理に要する費用
の一部に充てるため、広告主との契約に基づきその管理する道路に表示
し、又は設置するもので、規則で定める基準に適合するもの

【堺市屋外広告物条例施行規則】
　別表第４

　別表第５

 
審  査  基  準

区分 大きさ 掲出位置 色彩等 

バナー広告 広告面積（スポン

サー表示面積）

が、バナー片面の

全体面積の４分の

１以内で、かつ、

０．５平方メート

ル以内であるこ

と。 

(1) 地上から最下

端までの距離が

４．５０メート

ル以上であるこ

と。ただし、歩

道上については

２．５０メート

ル以上であるこ

と。 

(2) 突出し幅０．

８０メートル以

内であること。 

(1) 周辺の景観に調

和した色彩、デザ

イン等に配慮する

こと。 

(2) 広告料を公共的

な取組に係る費用

へ充当する旨を広

告に記載するこ

と。 

 



  標準処理期間 標準処理期間

標準処理期間
を設定できな
い理由

申請書受理日から１４日（納入通知書発行から申請手数料
の納付確認までの期間は含まない）
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は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
(1) 公共団体、自治会、商店街振興組合（商店街振興組合法(昭和３７年
法律第１４１号)に規定するものをいう。）、特定非営利活動法人（特定
非営利活動促進法(平成１０年法律第７号)第２条第２項に規定するものを
いう。）等が公共的な取組に要する費用の一部に充てるため、広告主との
契約に基づき道路(道路法第２条第１項に規定する道路をいう。以下この
項において同じ。)又は当該道路に接続する公共団体の所有若しくは管理
に属する場所に表示し、又は設置するもので、規則で定める基準に適合す
るもの
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区分 大きさ 掲出位置 色彩等 

バナー広告 広告面積（スポン

サー表示面積）

が、バナー片面の

全体面積の４分の
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道上については
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内であること。 

(1) 周辺の景観に調

和した色彩、デザ

イン等に配慮する

こと。 

(2) 広告料を公共的

な取組に係る費用

へ充当する旨を広

告に記載するこ

と。 

 

区分 大きさ 色彩等 掲出個数 

歩道橋を利用する広

告物 

１面の面積が３．

５平方メートル以

内であること。 

(1)  地色が透明

又は歩道橋（当

該広告物を表示

する部分に限

る。）と同一色

であること。 

(2) 蛍光塗料以外

の塗料を用いる

こと。 

同一方向への表示は

１面とすること。 

 


